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原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
原
子
力
事
業
者
か
ら
除
か
れ
る
者
の
指
定
）

（
原
子
力
事
業
者
か
ら
除
か
れ
る
者
の
指
定
）

第
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「

第
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
次
の
各
号

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
同
号
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
同
号
の

規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を

規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施

設
を
使
用
し
な
い
期
間
内
に
当
該
施
設
に
お
い
て
原
子
力
災
害
が
発
生
す
る

設
を
使
用
し
な
い
期
間
内
に
当
該
施
設
に
お
い
て
原
子
力
災
害
が
発
生
す
る

蓋
然
性
に
鑑
み
指
定
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

蓋
然
性
に
鑑
み
指
定
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
条
第
三
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
条
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者

が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
、

が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
関
係
周
辺
都
道
府
県
知
事
の
要
件
）

（
関
係
周
辺
都
道
府
県
知
事
の
要
件
）

第
二
条
の
二

法
第
七
条
第
二
項
前
段
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
そ
の
区
域

第
二
条
の
二

法
第
七
条
第
二
項
前
段
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
そ
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
原
子
力
事
業
所
（
発
電
用
原
子
炉
（
核
原
料
物
質

の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
原
子
力
事
業
所
（
発
電
用
原
子
炉
（
核
原
料
物
質

、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
以

第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
）

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
周

が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
周
囲
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
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囲
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
に
あ
る
都
道
府
県
（
当
該
原
子
力
事
業
所

内
に
あ
る
都
道
府
県
で
あ
っ
て
、
当
該
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
子
力
災
害

に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
発
電
用
原
子
炉
が
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

に
関
す
る
地
域
防
災
計
画
等
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第

十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
十
号
ロ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
が

、
当
該
都
道
府
県
の
当
該
区
域
に
お
い
て
当
該
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
子

作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

力
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
て
指
定

し
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
子
力
災

害
に
関
す
る
地
域
防
災
計
画
等
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
十
号
ロ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。


